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令和２年度主要事業一覧表 【計５９事業】

事業概要 ページ
予算額
（千円）

債務負担
行為（千円）

区分 創生 担当課

重点プロジェクト ２５事業

　ふるさとを担う「長浜人づくり」プロジェクト

長浜で活躍している人材と高校生との交流会、講演
会、地元企業見学会の開催 1 1,371 ○ 生涯学習文化課

地域に新たな価値を生み出す高校生対象のふるさと
回帰プロジェクト 2 800 ○ 市民活躍課

女性の起業・復職を支援するジョブカフェと女性活躍
を推進する長浜女性会議の開催 3 2,200 ○ 人権施策推進課

市民活動を促進し、市民同士や子どもたちが学ぶ新
たな学びの場を創出 4 1,730 新規 ○ 市民活躍課

　みんなで支える「子育て応援」プロジェクト

民間放課後児童クラブ参入促進に向けた家賃や土
地貸借量の補助 5 4,800 拡充 ○ 子育て支援課

保育士の奨学金返還支援、居住支援等 6 13,453 ○ 幼児課

子育て世帯の居場所づくりとして、長浜伊香ツインア
リーナに総合遊具を整備 7 0

12,382
（R2～R3）

新規 スポーツ振興課

小学校給食費の補助 8 251,630 ○ すこやか教育推進課

　長浜まるごと「未来のシカケ」プロジェクト

中心市街地重点エリア内の居住・起業促進など、エリ
アリノベーションの推進 9 2,400 ○ 商工振興課

北国街道木之本宿の重要伝統的建造物群保存地区
に向けた建造物等の調査 10 2,800 ○ 歴史遺産課

都市部との関係強化を図るための情報発信や仕組
みづくり 11 7,125 拡充 ○ 総合政策課

観音文化の伝承に向けた現状調査や拝観の受入環
境整備、情報発信 12 6,455 新規 ○

歴史遺産課
総合政策課

インバウンドニーズ調査
外国語ボランティア育成、ファムトリップ・商談会 13 5,000 新規 ○ 観光振興課

インバウンド向けの盆梅展の演出、受入強化 14 3,600 新規 ○ 観光振興課

子育て中や育児休業後の女性の就労促進に向けた
事業所および女性向けセミナー等 15 400 新規 ○ 商工振興課

　身近な自然を生かす「地域環境との共生」プロジェクト

小谷城スマートＩＣ周辺への６次産業化施設の立地促
進と人材育成・ブランド化推進 16 13,944 ○ 農林政策課

農林水産資源を活用した商品開発や商品力強化、販
路開拓など 17 4,000 新規 ○ 農林政策課

水田野菜、花きなど高付加価値農作物の生産支援 18 18,000 ○ 農業振興課

　人もまちも「結びの輪」プロジェクト

田村駅周辺の魅力あるまちづくりのための駅および
周辺の整備検討 19 8,851 ○ 都市計画課

  安心安全「地域で支えあい」プロジェクト

地域共生社会実現に向けた地域力強化と包括支援
体制構築 20 23,100 ○ 社会福祉課

地域づくり協議会に困りごと相談ができる機能を設置
し、地域での見守り活動を促進 21 1,200 拡充 ○ 市民活躍課

地域課題を解決する手法として、シェアリングエコノ
ミーの推進に向けた調査研究 22 290 新規 ○ 市民活躍課

健康推進アプリ「BIWA-TEKU」加入促進のための長
浜市独自のキャンペーン 23 338 新規 ○ 健康企画課

大型量販店などでの健康度測定や健康づくり体験イ
ベントの実施 24 1,557 新規 ○ 健康企画課

多様な主体が協働する仕組みづくりとつなぎ役となる
中間支援組織設立に向けた取り組み 25 500 新規 ○ 市民活躍課

基本的な施策 ３４事業

　政策１　市民・自治 ４事業

市の業務効率化に向けたＲＰＡ・ＡＩを活用したシステ
ム導入 26 3,693 新規 情報政策課

市民の主体的な活動の支援やつながる場として、さ
ざなみタウンを運営 27 50,799 文化福祉プラザ室

おくやみコンシェルジュの配置やICTを活用した申請
手続きの導入 28 1,143 新規 市民課

証明書等作成や郵送請求処理の民間委託 29 41,184 市民課

　「長浜人に学ぼう！！」事業

　地域再生エリアコーディネート事業

　市民で支える小学校給食費補助金

　長浜伊香ツインアリーナ総合遊具整備事業

　保育人材確保対策事業

　民間放課後児童クラブ参入促進事業

　盆梅展訪日外国人誘客強化事業

　国際観光（インバウンド）推進事業

　観音の里・祈りと暮らしの文化伝承事業

　都市ブランド力向上事業

　景観保全対策事業
　（歴史的建造物調査委託事業）

　田村駅周辺整備事業

　女性の「働く」応援事業

　生活相談窓口設置事業

　新たな学びの場づくり応援事業

　高校生Challenge & Creationプロジェクト

　　

　小谷城スマートＩＣ周辺６次産業化拠点整備事業

　農林水産資源活用・流通拡大促進事業

　水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業

　市民課証明書作成等業務委託事業

　ＩT推進業務効率化事業（ＲＰＡ・ＡＩ活用事業）

　地域共生社会推進支援事業

　シェアリングエコノミー推進調査事業

　長浜市単独BIWA-TEKUインセンティブ事業

　ながはま健康ステーション整備事業

　協働の仕組みづくり実証事業

　女性の活躍応援プロジェクト事業

事業名

　さざなみタウン運営事業

　窓口サービス向上事業



事業概要 ページ
予算額
（千円）

債務負担
行為（千円）

区分 創生 担当課

基本的な施策

　政策２　教育・文化 ９事業

アスリートによる子どもたちへの直接指導やスポーツ
に親しむきっかけづくり 30 4,680 スポーツ振興課

長浜伊香ツインアリーナの第２期工事として、駐車場
や芝生広場等の整備 31 0

450,000
（R2～R3）

スポーツ振興課

給食センター西浅井分室廃止に伴う調理室の整備 32 74,792 教育総務課

長浜北小学校門扉等設置、学校・園の玄関サッシの
オートロック化 33 18,500 拡充 教育総務課

小中一貫校となる虎姫学園の運営に必要な施設の
整備 34 127,439 教育総務課

外国人児童生徒への相談窓口や支援員設置による
就学指導や生活適応指導、日本語指導など 35 28,723 教育指導課

デジタル教科書や大型提示装置の配備導入による
教科指導によるＩＣＴ活用 36 31,029 教育指導課

就学前の特別支援教育を向上するための園職員向
け研修の実施や巡回相談 37 3,371 幼児課

就学前の運動あそびを推進するプログラムや研修会
の実施、啓発活動 38 564 幼児課

　政策３　健康・福祉 ３事業

多子世帯の保育料や副食費の負担軽減
認可外保育施設等利用料の負担軽減 39

施設利用等

17,388
軽減見込額

703,826

拡充 幼児課

長浜北小学校放課後児童クラブの整備 40 5,263
110,133

（R3～R7）
新規 子育て支援課

IoT機器を活用した健康管理支援や健康大使、キャラ
クターを活用した啓発活動 41 1,894 ○ 健康企画課

　政策４　産業・交流 ６事業

創業起業を推進する各種セミナーや相談支援、補助
のほか、事業承継を支援 42 21,476 商工振興課

長浜地域雇用創造協議会が実施する雇用の創出や
マッチング、人材育成 43 0 商工振興課

小規模農家対象の農業用機械購入補助 44 2,100 新規 農業振興課

森林資源を活用した就労促進や体験事業、資源調査 45 15,066 拡充 ○ 森林田園整備課

防災減災に向けたかいがい排水施設整備とため池
ハザードマップの作成 46 61,200 拡充 森林田園整備課

林道の災害復旧と未然防止整備 47 43,182 拡充 森林田園整備課

　政策５　安心・安全 ３事業

特殊詐欺被害の防止に向け、撃退機器の購入費を
補助 48 350 拡充 環境保全課

災害時の廃棄物処理ルールを定める計画の策定 49 5,170 環境保全課

同報系防災行政無線のデジタル化と防災ラジオの配
備 50 575,837 拡充 防災危機管理局

　政策６　環境・都市 ９事業

新しい斎場の整備事業 51 2,592,570 拡充 環境保全課

温室効果ガス削減に向けた第２次実行計画の策定 52 4,598 新規 環境保全課

豊公園の園路再整備と駐車場のキャッシュレス決裁
導入 53 87,916 都市計画課

北陸自動車道神田パーキングでのスマートＩＣ整備に
向けた調査検討 54 40,700 道路河川課

道路橋梁の計画的な維持管理のための補修工事と
点検業務 55 153,000

246,950
（R2～R3）

道路河川課

空き家の適正管理と活用促進に向けた専門家による
相談窓口設置 56 2,016 新規 建築住宅課

ＰＦＩ方式による市営住宅北新団地の建替整備事業 57 8,434
873,775

（R1～R4）
建築住宅課

北部地域の資源を活用した住民主体の地域活性化、
魅力発信 58 3,204 地域振興課

地域おこし協力隊のなり手確保や移住促進に向けた
お試しの移住、活動体験 59 850 新規 地域振興課

 　　

　市営住宅北新団地建替整備事業

　創業・起業支援事業

　防災行政無線デジタル化整備事業

事業名（予算細事業名）

　長浜伊香ツインアリーナ第２期整備事業

　特別支援教育推進事業

　小規模農家営農継続支援事業

　ながはまスポーツ夢プロジェクト

　放課後児童クラブ運営事業

　健康づくり推進事業

　地域雇用活性化推進事業

　運動あそび推進事業

　多子世帯保育料等負担軽減事業

　空き家相談窓口等業務委託事業

　橋梁長寿命化事業

　消費生活対策事業
　（特殊詐欺撃退機器購入費補助金）

　災害廃棄物処理計画策定事業

　新斎場整備事業

　地球温暖化対策実行計画策定事業

注）「創生」は、「長浜市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を推進する「地方創生推進事業」

　にしあざい認定こども園調理室改修事業

　学校・園防犯機能強化事業

　小中一貫教育校開設事業
　（虎姫学園改修事業）

　学校ICT環境整備事業

　北部地域の魅力発信事業

　森林マッチング推進事業

　農業用水利施設防災減災事業

　林道治山維持管理事業

　長浜おためしワークステイ事業

　(仮)神田スマートインターチェンジ整備検討事業

　豊公園再整備事業

　外国人児童生徒教育サポート支援事業



 

「長浜人に学ぼう！！」事業 

 

１ 目  的 

長浜市内の高校に通う高校生に長浜の魅力を伝え、長浜市を誇りに思い、

地域や産業を担う「長浜
ながはま

人
びと

」を育むとともに、若者の「ふるさと回帰」を図

ります。 

                   

２ 内  容 

①長浜市出身・在住で、文化、産業、歴史など、各方面で活躍されている方

を長浜人づくりバンクに登録します。 

②長浜人づくりバンク登録者や長浜市に縁の深い人、地元企業経営者等が、

市内の高校生に、活動内容や地域への思いを伝える講演会や意見交換会、

パネルディスカッション等を実施します。 

③市内高校生が、地域産業を学ぶ「企業見学会」を開催します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  １,３７１千円 

（基金：１，３７１千円） 

      

４ 効  果 

  長浜市出身・在住で活躍されている方々の知識や経験、地域に根ざした企

業や団体等の魅力を市内の高校生に伝えることで、長浜市に対する誇りや郷

土愛が養われ、これからの地域や産業を担う人材を育成することができます。

また、地域への愛着や感謝の心、地域に関わる当事者としての意識を育てる

ことで、将来のふるさと回帰、若者定住を促進することができます。 

担当：生涯学習文化課 生涯学習文化グループ 

 副参事 大音喜美子  ℡６５－６５５２ 内線８４－４３２３ 
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高校生 Challenge＆Creation プロジェクト事業 

 

１ 目  的 

若者が地域への誇りや愛情を抱き、将来、地域で活躍しようという「ふる

さと回帰」意識を持つためには、地域で暮らす高校時代までの間に積極的に

地域と関わる経験を持つことが大切です。 

  このため、高校生が地元の良さに気づき、世代を超えたつながりを持ちな

がら、まちづくりを学ぶ機会を提供します。 

 

２ 内  容 

市内在住の高校生が、夏休みなどを利用し、市民、大学、企業などと関わ

りながら、地域に新たな価値を生み出す（Creation）プロジェクトに挑戦

（Challenge）する機会を提供します。 

 

○地域発見フィールドワーク 

○アイディア創出ワークショップ 

○アイディアの実証活動 

○成果発表会の開催 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  ８００千円（基金：８００千円） 

 

４ 効  果 

高校生が地域と関わる機会を得ることで、「地元で暮らす・楽しむ」といっ

たポジティブな意識を醸成し、将来的に若者のふるさと回帰が期待できます。 

 

担当：市民活躍課 協働推進グループ 

副参事 中村 哲夫 ℡６５－８７２２ 内線８４－７３２６ 
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女性の活躍応援プロジェクト事業 

 

１ 目  的 

少子高齢化、人口減少の中で、社会の活力の維持・向上が求められている

ことから、働きたい、起業したい女性に対するサポートをはじめ、同じ悩み

を持つ女性同士の交流や課題解決に向けた議論を通じて、女性が活躍する都

市づくりを進め、持続可能で活力ある地域社会の実現をめざします。 

 

 

２ 内  容 

（１）長浜ジョブカフェの開設 

働きたい、起業したい女性のための総合窓口として、就労、再就職、   

キャリアアップのための学習の場に加え、相互のネットワーク構築の

機会を提供することで、各人に合った就労プロセスをサポートし、女

性の就業者数、起業者数の増加をめざします。 

 

 （２）長浜女性会議の開催 

イベントを通じて、男女共同参画及び女性活躍推進に関する啓発活動

を行うとともに、参加者相互の交流や課題解決に向けた議論を促進し、

女性が活躍する都市の実現をめざします。 

  

 

３ 予 算 額  ２,２００千円 

（基金：８００千円 一財：１，４００千円） 

       

４ 効  果   

女性活躍推進に向けた啓発の場や女性の就業者数や起業者数が増えること

などにより、女性が住みやすく、持てる能力を十分に発揮できる、地域社会

をつくることができます。 

 

担当：人権施策推進課 人権施策推進グループ 

副参事 加藤 浩  ℡６５－６５６０ 内線８４－４５２２ 

3



 

新たな学びの場づくり応援事業 

 

１ 目  的 

まちづくりのための担い手育成や多様な主体の参画をめざし、市民同士が

教え・学びあい、つながれる場の提供や、地域で行う学びの場づくりを応援

します。 

 

２ 内  容 

 （１）ながはまコミュニティカレッジ事業 

   市民が自分の活動や趣味、仕事などから

培った知識やノウハウなどを「センセイ」

となり、「セイト」となる市民とともに、

教え合い、学び合うイベント等の開催や、

そこから発展した市民活動の相談会等を

実施します。 

  

（２）地域が行う子どもの学びの場づくり応援事業 

   子どもの学びについて、学校以外で地域

の子ども達が自主的に学び、さらに地域が

主体となって実践できる学びの場づくり

を応援します。 

① 活動を魅力的にしていくための場づ

くり及びプログラムづくり 

② 活動の持続可能性を高めていくため

の組織づくり 

 

３ 予 算 額  １,７３０千円（基金：１，７３０千円） 

 

４ 効  果 

 （１）市民同士の教え・学び合いの場を提供することで、「地域や社会と関わ

るきっかけ」となり、市民活動の裾野の拡大が期待できます。 

 （２）子どもから大人までが自主的に学べるような場を地域が主体となって

つくることで、地域に愛着を持った次代の担い手の育成が期待できます。 

担当：市民活躍課 ながはま市民協働センター 

所長 川瀬智久 ℡６５－８７２２ 内線８４－７３２６ 
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民間放課後児童クラブ参入促進事業 

 

１ 目  的 

放課後児童クラブの利用ニーズが大幅に増加している中、ニーズの増加が

著しい一部の小学校の児童を対象に、新規参入する民間の放課後児童クラブ

運営事業者への支援を強化することにより、児童が安心して過ごせる放課後

の居場所づくりを進めます。 

 

 

２ 内  容 

  民間の団体が放課後児童クラブを新規開設する場合に必要となる家賃及び

土地賃借料について、５年間に限り支援します。 

 （１）補助金の額 

補助限度額 １，２００千円/年（定額） 

（２）補助対象要件 

新規開設する放課後児童クラブに通所する児童の内、市が指定する 

小学校の児童が半数以上を占めること 

※市が指定する小学校（令和２年度） 

長浜北小学校、神照小学校、南郷里小学校、長浜南小学校、 

高月小学校 

 

 

３ 予 算 額  ４,８００千円（基金：４，８００千円） 

 

 

４ 効  果 

放課後児童クラブの利用希望が多い小学校の児童を対象とした民間クラブ

の新規参入を促進することで、放課後児童クラブの待機児童の解消につなげ

ることができます。 

 

担当：子育て支援課 子育て支援グループ 

副参事 前嶌 美和 ℡６５－６５１４ 内線８４－４１４２ 
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保育人材確保対策事業 

 

１ 目  的 

  保育の担い手となる保育士等の人材を確保することにより、待機児童の解

消につなげ、子育てを強力に応援するまちとして、安心して子育てができる

環境づくりを進めます。 

 

２ 内  容 

（１）保育士等奨学金返還支援金 

修学のために奨学金制度を利用され、市内の幼稚園・保育所・認定こど

も園に勤務される保育士等に対し、奨学金の貸与月数等に応じて支援金を

交付します。 

■貸与月数等に応じ３年間で交付 上限９６万円 

 

(２）保育士等居住支援事業補助金 

市外から転入し、市内の幼稚園・保育所・認定こども園で働く保育士等

の居住支援として、家賃・宿舎借上費用を補助します。（公立園に勤務の

場合は個人に交付、民間園の勤務の場合は法人に交付します。） 

 ■月当たり家賃の３／４を補助 上限４２，０００円 

 

(３）保育士等の再就職定着応援金 

保育士資格等を有しながら、現在保育士として勤務していない人の就職

と定着を応援するために、就職後２年および３年を経過した際に、応援金

を交付します。   

■勤務開始後２年経過時に１０万円支給 

３年経過時は、さらに１０万円支給 

 

 

３ 予 算 額  １３,４５３千円 

（国：１，６０９千円 基金：１１，８４４千円） 

 

４ 効  果 

  ３つの施策を併せて実施することで、保育士等の人材を安定的に確保し、

待機児童の解消に繋げることができます。 

 

 

 
担当：幼児課 企画グループ 

副参事 大音 孝次 ℡６５－８６０７ 内線８４－３５２１ 

6



 

長浜伊香ツインアリーナ総合遊具整備事業 

 

１ 目  的 

子どもは、遊びを通じて身体的、精神的、社会的に成長すると言われてい

ます。 

長浜伊香ツインアリーナ第２期工事として芝生広場と総合遊具を整備する

ことで、子どもたちに多様な遊びの機会を提供するとともに、子育てしやす

い環境づくりに取り組みます。 

 

２ 内  容 

   運動スキルの向上に必要な４つの要素（「移動する」「バランスをとる」「操 

作する」「ぶらさがる」）を体感できるアルミ製総合遊具２基を整備します。 

あわせて、スプリング遊具、ベンチ、パーゴラ等を設置します。 

 〇主な機能  ローラー滑り台、トンネルスライダー、丸太通路、 

        ネットのぼり など 

 ○完成予定  令和３年１０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  １２,３８２千円 

（令和３年度までの債務負担行為 基金：１２，３８２千円） 

 

４ 効  果 

幼少年期から身近な場所で安全に運動できる場所を提供することで、子ど 

もたちの健全育成が図れます。 

また、子育て世帯の親とその子どもたちが集い、うちとけた雰囲気の中で 

楽しく語り、交流することで、子育てしやすいまちづくりを推進できます。 

担当：スポーツ振興課 スポーツ振興グループ 

副参事 川村 隆生 ℡６５－８７８７ 内線８４－４３１４ 
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市民で支える小学校給食費補助事業 

 

１ 目  的 

  学校給食は、子どもの心身の健全な発達と、食に関する正しい理解と適切

な判断力を養う上で、学校教育において重要な役割を担っています。 

  引き続き、小学校における学校給食費を全面的に支援することで、次代を

担う子どもたちのすこやかな成長を市民全体で支えることとし、加えて、子

育てにかかる経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備する

ことにより、少子化対策を推進します。 

 

２ 内  容 

  小学校に在籍する児童の保護者に対し、学校給食費の全額を補助します。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象外です。 

①生活保護、就学援助等の認定により、既に学校給食費相当額の給付を受 

けている場合（保護者負担分がある場合は、その額が補助対象） 

  ②在籍する小学校において学校給食の提供を受けていない場合 

  ③学校給食費を滞納している場合 

 

３ 予 算 額  ２５１，６３０千円 

（基金：１２５，８１５千円 一財：１２５，８１５千円） 

 

４ 効  果 

  学校給食を通じて、子どもたちの健康の保持   

増進や健全な食生活への理解促進を図ることが 

できます。 

  また、子育て世帯の市外への流出を防ぐなど、 

次代を担う若者世帯の定住促進への寄与が期待 

されます。 

 

 

 

 

 

担当：すこやか教育推進課 環境整備グループ 

副参事 藤田 哲夫 ℡６５－８６０６ 内線８４－３５１３ 
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地域再生エリアコーディネート事業 

 

１ 目  的 

 中心市街地エリアにおいて、空き家の活用を面的に促進し、街並み景観を維

持するとともに、多様な主体が連携、参画することで、地域の新たな価値を創

造し、居住人口の維持拡大と持続可能なまちづくりにつなげます。 

 

２ 内  容 

 市と長浜まちづくり株式会社が連携し、利活用可能な空き町家を掘り起し、

貸し手と住み手のマッチングを図り、再稼働させる取組を継続して行います。

また、空き町家を発掘してから、それらを再稼動させるまでの一連の流れを個

別に実施するだけでなく、多様な人材を巻き込みながら面的に促進するエリア

リノベーションを推進します。 

 

３ 予 算 額  ２,４００千円（基金：２，４００千円） 

       

４ 効  果 

新たな住人の流入による地域の活性化や中心市街地の人口集積を維持するこ

とができます。また、空き家の流動化による不動産の有効活用や活用促進によ

る都市魅力の向上などまちづくりの基盤を築くことができます。 

 

５ 参 考 図（エリアリノベーション 構想） 

 

担当：商工振興課 長浜駅周辺まちなか活性化室 

室長 小谷 勝也 ℡６５－６５４５ 内線８４－４２２２ 

活用物件に  
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景観保全対策事業（歴史的建造物調査委託事業） 

 

１ 目  的 

  本市には、豊かな歴史や文化、伝統など貴重な地域資源が数多く残されて

います。しかし、都市化や少子高齢化の進行、生活様式の多様化等により、歴

史的建造物の老朽化や除却、祭礼行事を支える後継者の減少が危惧されます。 

そこで、「長浜市歴史的風致維持向上計画（第２期）」を策定し、歴史的なま

ちなみや文化財を市民と協働して守り育て、次世代に伝える気運の醸成と、観

光・産業振興、地域づくりへの活用を図ります。 

 

２ 内  容 

歴史的風致維持向上計画

(第２期)では、積極的に歴史

的景観の保全を図る重点区

域として、「長浜城下町区域」

と「北国街道木之本宿区域」

の２箇所を設定しています。 

令和２年度は、木之本宿の

「重要伝統的建造物群保存

地区」への選定に向けて、建

造物や歴史的まちなみの調

査を実施します。 

         北国街道木之本宿のまちなみ 

 

３ 予 算 額  ２，８００千円（基金：２，８００千円） 

 

４ 効  果 

文化財・歴史遺産を計画的に保存・伝承・活用することで、文化財を市民と

協働して守り育て、次世代に伝える気運が醸成されるとともに、新たな魅力の

創造や交流人口の増加、歴史文化を活かした産業・経済の基盤整備、地域づく

りへの活用につながります。 

 

 

 

 

担当：歴史遺産課 歴史文化グループ 

副参事 雨森 之彦 ℡６５－６５１０ 内線８４－４２８２ 
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都市ブランド力向上事業 

 

１ 目  的 

 都市部からの人の流れを生み出すための情報発信や仕組みづくりを行うほ

か、ヒト・モノ・カネの受入体制を整備することで、様々な形で長浜と関わ

る関係人口の拡大を図り、長浜のブランド力を向上させます。 

 

２ 内  容 

 （１）東京－長浜リレーションズ事業 

長浜市に縁のあるメンバーで構成する

「東京－長浜リレーションズ」を中心に、

首都圏での情報発信や交流会の開催のほか、

田舎暮らし体験やビジネスマッチング、ふ

るさと納税返礼品など、長浜市を応援する

ためのメニュー作りを進めます。 

 

 （２）ながはまファンプロジェクト推進事業 

長浜市と深いつながりを持つ長浜ファン 

を増やし、交流・関係・移住人口を拡大し 

ていくため、市内の各種団体・グループが 

連携する仕組みづくりと、体験や交流を通 

した受入体制の整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  ７，１２５千円（基金：７，１２５千円） 

 

４ 効  果 

首都圏で活躍する人と様々なつながりを作り、長浜市での受入体制を整備

することで、本市へのヒト・モノ・カネの流れを作り、経済や地域の活性化

が図れます。 

担当：総合政策課 政策推進グループ 

課長代理 柴田 拓也 ℡６５－６５０５ 内線８４－４４２３ 

首都圏 

長浜市 

つながり強化  

受入体制整備  

応援メニュー造成  
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観音の里・祈りと暮らしの文化伝承事業 

 

１ 目  的 

  長浜市では古くから、暮らしの中で観音様を守り守られる文化が継承され

てきました。この「祈りと暮らしの文化」は、長浜市を象徴する文化として、

その価値を改めて見直すとともに、その魅力を全国へ発信してきました。 

一方で、観音様を守り継ぐ各集落では、高齢化とともに後継者不足や観音堂

の老朽化など、文化の継承が課題となっています。 

この事業では、各観音堂の保存状況等の実態を調査し、所蔵者や世話方とと

もに、保存や受け入れ体制の検討を進めることで、観音文化の伝承を図ります。 

 

２ 内  容 

  各観音堂や観音像の状況や、保存・受け入れ体制の現状調査を実施し、保存

伝承に向けた検討を進めます。 

  また、観音文化の情報発信や観音拝観の受入れ環境の整備を進め、交流人

口、関係人口の拡大を図ります。 

 

  
赤後寺（高月町唐川）           安念寺（木之本町黒田） 

 

３ 予 算 額  ６，４５５千円（基金：６，４５５千円） 

 

４ 効  果 

観音文化の保存伝承に向けた体制づくりの検討や拝観受入環境の整備を促

進することができ、継続的な観音文化の伝承につながります。 

 

 

 

 

 担当：歴史遺産課 博物館・資料館グループ 

副参事 佐々木 悦也  ℡８５－２２７３ 
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国際観光（インバウンド）推進事業 

 

１ 目  的 

２０１８年の訪日外国人は３，１１９万人に達し、政府は２０２０年には  

４，０００万人を目指すとしており、その経済効果も大きなものとなってい

ます。今後は、２０２１年のワールドマスターズゲームズ関西、２０２５年

の大阪万博等の国際イベントも控えています。 

長浜市でも、増加する外国人観光客の動向を好機ととらえ、消費額の増加

による経済効果を得るため、外国人観光客の誘客を図ります。 

 

２ 内  容 

（１）プロモーション業務及びホスピタリティ業務 

  外国人観光客向けの情報発信として旅行会社のファムトリップやＳＮＳ情

報発信、商談会への参加等のプロモーション業務と、訪れた外国人の受け入

れ態勢強化として外国語ガイドの育成等のホスピタリティ業務の両輪で外国

人観光客の誘客を行います。 

（２）ニーズ調査業務 

  今後のインバウンド施策の方向性と誘客効果のある事業を検討するため、

長浜市へ訪れる外国人の動態等を把握するニーズ調査を行います。 

 

３ 予 算 額  ５，０００千円（基金：５，０００千円） 

 

４ 効  果 

インバウンドの新たな観光誘客の需要を得ることで、交流人口の拡大や観

光消費額の増加による地域活性化が図れます。 

担当：観光振興課広域連携グループ 

副参事 堤 昭彦 ℡６５－６５２１ 内線８４－４２３７ 

出典：ＪＮＴＯ  
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盆梅展訪日外国人誘客強化事業 

 

１ 目  的 

  歴史・規模ともに日本一の長浜盆梅展は、冬季の観光事業の柱で、周辺観

光地への経済効果も高いイベントです。そこで、新たな客層をターゲットに

した観光誘客を図るため、盆栽という「和」を求める外国人観光客向けに展

示内容の魅力を向上させ、受け入れ態勢を強化します。 

  

２ 内  容 

＜盆梅展の充実・情報発信業務＞ 

外国人目線での会場案内を充実させ、盆栽等の日本文化に興味がある外国人

の誘客を図ります。また、ライトアップ等の写真に映える展示・演出を充実

し、ＳＮＳを利用する新たな観光客の獲得をめざします。 

 

３ 予 算 額  ３，６００千円 

（基金：３，６００千円） 

 

４ 効  果 

年々増加している外国人観光客を誘導することで、入館者の増加を図り、

盆梅展を起点に、市内観光名所にさらなる誘導を図ります。 

夜間等の演出を充実させることにより、宿泊者の増加を図り、観光消費拡

大につながります。 

担当：観光振興課 観光推進グループ 

副参事 菊池雅彦 ℡６５－６５２１ 内線８４－４２３１ 
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女性の「働く」応援事業 

 

１ 目  的 

女性は育児等による離職が依然として多く、男性に比べて社会で活躍できる機会

が不足しています。一方では、人口減少・少子化により企業側は労働者不足に悩ん

でいます。そこで、女性・企業のニーズの共有や意識改革を図ることで、子育てし

ながら働き続けられる職場をつくり、女性の活躍による地域の活性化をめざします。 

 

２ 内  容 

（１）子育てしながら働く女性の悩みや、育  

児休業復帰後のサポート、キャリアアッ 

プについて理解を深め、多様な働き方の 

推進につながる市内事業所向けのセミナ 

ー、ワークショップを行います。 

 

（２）子育てしながら働く女性、子育て中で 

育児休業中の女性を対象に、仕事と家庭 

の両立やワークライフバランス、キャリアアップ、育児休業復帰後の不安解消

をテーマとしたセミナーや情報交換会、ニーズ調査、働く女性のネットワーク

づくりを行います。 

 

長浜地域雇用創造協議会が実施する地域雇用活性化推進事業の内、就労を希望

する女性の就労支援事業「ママさん自分発見チャレンジ」「女性としごとマッチ

ング」と連携し、女性を対象とする就労に、切れ目ない支援を行っていきます。 

 

３ 予 算 額 ４００千円（基金：４００千円） 

 

４ 効  果  

 女性の就労拡大や、男女共に働きやすい社 

会の実現を図り、企業・地域を活性化させる 

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

担当：商工振興課 商工労政グループ 

副参事 安藤 こず恵 ℡６５－８７６６ 内線８４－４２１１ 
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小谷城スマートＩＣ周辺６次産業化拠点整備事業 

 

１ 目  的 

小谷城スマートＩＣ周辺に、地域の基幹産業である「農業」を主体とした新しい

産業やサービスを生み出す６次産業化拠点を整備し、新たな雇用や賑わいの創出及

び地域経済の活性化等を図ります。 

２ 内  容 

 (1)６次産業化施設等立地促進事業 

小谷城スマートＩＣ周辺の地域産業誘導地区

に民間主導による６次産業化の拠点整備を図る

ため、企業が参入しやすい環境整備及び拠点整

備に向けた関係者等との協議・調整を進め、６

次産業化施設等の立地を促進します。 

  (2)６次産業化人材育成・ブランド化推進事業 

小谷城スマートＩＣに隣接する「小谷城スマートＩＣ栽培実験農場」等で、産

学官が連携し、６次産業化を支える人材育成や地域伝承野菜のブランド化を推進

する事業等を実施します。 

○施設園芸による地域農業の振興 

○地域伝承野菜「尾上菜」のブランド化の推進 

○高付加価値農産物「しょうが」の実証栽培 

○水田を活用した野菜の生産振興 

○スマート農業の調査研究 

  

３ 予 算 額  １３，９４４千円（基金：１３，８５２千円 一財：９２千円）） 

 

４ 効  果 

小谷城スマートＩＣ周辺を長浜の新しい農業を展開していくための拠点とし、６

次産業化施設等の立地促進や農林水産物の６次産業化を推進することで、雇用の

拡大、地域経済の活性化等につなげることができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

担当：農林政策課 農林政策グループ 

副参事 尾崎 耕介 ℡６５－６５２０ 内線８４－４２２７ 

 

16



 

農林水産資源活用・流通拡大促進事業 

 

１ 目  的 

本市の農山漁村に存在する農林水産資源(生産物、体験事業等）の経済利用

を促進することや市内の農林水産物を活かした商品開発、商品力強化や販路

開拓等により、本市の１次から３次産業従事者の所得向上及び若い従事者の

増加と交流・関係人口の創出等を図ります。 

 

２ 内  容 

地域商社機能による農林水産資源の活用と流通を拡大させる仕組みづくり 

○農林水産資源（生産物、体験事業等）の掘り起こし 

  ○実施者（プレーヤー）の掘り起こしと育成 

  ○売り先売り方の支援 

  ○資源や人材のデータベースの作成 

  ○情報発信 

○地域商社機能の基盤強化 

  ○生産者と消費者、また生産者と事業者をつなぐネットワーク構築  等 

  （商品例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  ４，０００千円（基金：４，０００千円） 

 

４ 効  果 

  地域資源の活用により、域内経済循環が活性化されるとともに、６次産業

化の取組により生産者所得の向上や、若い世代にも取り組む人が増えること

等が期待できます。 

担当：農林政策課 農林政策グループ 

副参事 土田 孝洋 ℡６５－６５２０ 内線８４－４２２８ 
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水田野菜・花き栽培生産拡大推進事業 

 

１ 目  的 

収益性の高い園芸作物の生産拡大を図ることにより、農業者の所得を向上

させ、持続可能な農業を確立するため、水田

野菜栽培に必要な機械導入や排水性の改善に

対する支援をします。 

 

 

 

 

２ 内  容 

○水田野菜及び花き栽培に必要な機械の導入を支援します。 

（補助率１/２以内、上限３００万円） 

○水田の排水改善のため暗渠排水の整備を支援します。 

（補助率１/２以内、上限１００万円） 

 

３ 予 算 額 １８，０００千円（基金：１８，０００千円） 

 

４ 効  果 

水田野菜及び施設園芸の振興により、農業所得が向上し農業経営体の多角化

が図られるとともに、地産地消や農地の有効活用にも寄与できます。 

 

担当：農業振興課 水田農業振興グループ 

副参事 山下 雅之 ℡６５－６５２２ 内線８４－３２６６ 
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田村駅周辺整備事業 

             

１ 目  的 

田村駅および周辺地域の整備を進めることで、魅力あるまちづくりを促進

し、転出超過傾向にある若者や子育て世代の市内への定住化を図ります。 

２ 内  容 

田村駅周辺整備基本計画（平成３０年５月策定）に位置づけた各事業や取り組

み等の推進を図ります。 

また、令和元年度に実施した「田村駅周辺地域民間活力等導入調査」を基

に、事業進出に意欲のある企業との調整やマッチングを行い、事業化に向け

た具体的な検討を進めます。 

＜主な取組＞ 

○田村駅周辺整備推進会議の開催 

○田村駅自由通路の整備に向けた詳細設計のためのＪＲ協議 

○（仮称）長浜市交通バリアフリー基本構想（田村駅周辺地区）の策定 

○田村駅周辺地域における企業マッチングの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ※   対象エリア 

３ 予 算 額  ８，８５１千円（一財：５４６千円、基金：８，３０５千円） 

４ 効  果     

田村駅を中心とする周辺地域の活性化と魅力アップにつながる市街化が効

率的に促進できます。 

 

 

公園・広場ゾーン  

低層（戸建て）住宅ゾーン  

駅前魅力ゾーン  

中高層住宅ゾーン  

商業ゾーン（当面は現施設が存地） 

担当：都市計画課 田村駅周辺整備室 

室長 塚田 継司 ℡６５－６５４１ 内線８４－２２５５ 
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地域共生社会推進事業 

 

１ 目  的 

よりよい地域社会をつくるために進められてきた地区社会福祉協議会や地

域づくり協議会等の取組みを、さらに強化・推進するとともに、地域では解

決できない困りごとにも包括的に対応するための体制づくりを進めます。 

これにより、誰もが役割をもってその人らしくその地域で活躍できる「地

域共生社会」の実現を目指します。 

 

２ 内  容 

（１）地域力強化推進事業 

各地域に「地域力強化推進員」を配置し、さまざまな関係団体・関係者が

地域の課題について話し合う場としての「暮らしの支えあい検討会」を開催

するほか、検討した仕組み・事業の実践を進めます。 

なお、地域づくり協議会が行う「生活相談窓口設置事業」を通じて把握さ

れた課題についても、検討会の対象としていきます。 

 

（２）多機関の協働による包括的支援体制構築事業 

地域では解決できない育児・介護・しょうがい・貧困・ひきこもり・８０

５０問題等の複合化、複雑化した相談について、さまざまな支援機関や専門

家が連携してチームで対応するための体制をつくります。 

具体的には「相談支援包括化推進員」を設置し、そのコーディネートのも

とで連携会議を開催し、困難な相談にも伴走型の継続的な支援を行います。 

 

３ 予 算 額  ２３，１００千円 

（国：１７，３２５千円 基金：５，７５０千円 一財：２５千円） 

 

４ 効  果 

「地域共生社会」の実現を目指す取組みの中で、各地域において互助・共

助により支え合う地域福祉の向上が期待できます。また、相談支援について

の包括的な体制をつくることで、困りごとを抱えた方への対応はもとより、

支援機関・専門家等に対する「支援者への支援」にもつながります。 

 

 

担当：社会福祉課 地域福祉グループ 

副参事 大橋 正英 ℡６５－６５３６ 内線８４－４１０２ 
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生活相談窓口設置事業 

 

１ 目  的 

人口減少や少子高齢化の進展など社会構造の変化などにより、地域のコミ

ュニティ機能が低下する中で、高齢者等が日々のちょっとした困りごとを気

軽に相談できる機会や場所が減りつつあります。こうした中、地域づくり協

議会に相談窓口を設けることで、安心して暮らせる地域づくりを進めます。 

 

 

２ 内  容 

地域づくり協議会に「生活相談窓口」を設けます。 

住民自身では解決できない困りごとを地域の中で共

有したうえで、地域づくり協議会等による生活支援サ

ービスの提供や、社会福祉協議会の「暮らしの支えあ

い検討会」などの適切な関係機関へ情報提供を行い、

地域の中で解決できる体制を整えます。 

 

 

３ 予 算 額  １，２００千円（基金：１，２００千円） 

 

 

４ 効  果 

地域づくり協議会が生活支援事業とあわせて

実施することで、地域の実情に合ったサービス

を提供することができ、日ごろから見守り支え

合える地域づくりを進めることができます。 

また、地域づくり協議会の機能強化にもつな

がり、公共の担い手として、より頼れる存在と

なることが期待できます。 

 

担当：市民活躍課 協働推進グループ 

副参事 中村 哲夫 ℡６５－８７２２ 内線８４－７３２６ 

21



 

シェアリングエコノミー推進調査事業 

 

１ 目  的 

  人口減少や高齢化により、地域課題に対応する担い手不足が深刻化する中、

「シェアリングエコノミー」*1 を推進することで、多様な個人が多様な形で、

地域に関わる持続可能な支え合いの仕組みをつくります。 

  

 

 

 

２ 内  容 

  長浜市の特性を踏まえたシェアリングエコノミーを推進するため、先進事

例調査や専門家を招いた研修会等を行い、活用分野の検討や推進体制等の調

査・研究を行います。 

 

３ 予 算 額  ２９０千円（基金：２９０千円） 

 

４ 効  果 

  調査・研究を進め、長浜市の特性に合ったシェアリングエコノミーのあり

方を見出すことで、公共サービスを個人間のやり取りで補完する新しい共助

の充実や、遊休資産・資源を活用した地域の活性化による、様々な地域課題

の解決につながることが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：市民活躍課 協働推進グループ 

副参事 中村 哲夫 ℡６５－８７２２ 内線８４－７３２６ 

総務省 HP 

※１ シェアリングエコノミー：個人が保有する場所・物・人・スキル・乗り物・お金などの

使われていない資産を、インターネットを使って個人間で賃貸や売買、交換し有効活用

する新しい経済の動き。 
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長浜市単独 BIWA-TEKU インセンティブ事業 

 

１ 目   的 

  本市では県内で普及が進められている健康推進ス

マートフォンアプリ「BIWA-TEKU」を使い、特定健診

の受診勧奨等と併せてスマートフォンを活用した身

近でできる健康づくりを推進しています。 

  これまでの取組に加え市独自のインセンティブ（動

機付け）として期間限定の特別なウォーキングコース

を公開、達成者には抽選で市独自の賞品を獲得できる

取組を行うことで、アプリの新規参加を促し、運動し

やすい環境を整えます。 

 

 

２ 内  容 

  市独自のインセンティブとして令和２年１０月から１１月にかけてアプリ

上に限定のウォーキングコースを公開します。コースを達成した方には

BIWA-TEKU アプリとは別に、市独自の賞品が抽選で獲得できます。賞品は市内

の事業所から協賛の形で募ります。 

 また、チラシやポスター等を作成することでアプリの普及啓発を図ります。 

 

３ 予 算 額  ３３８千円（基金：３３８千円） 

          ※別途、国保特別会計分：６９５千円 

        

４ 効  果 

  期間や対象のコースを限定し目標を明確にすることで、より多くの人にコ

ースの達成と普段の運動量の増加を促し、運動習慣の定着化につながります。 

 

担当：健康企画課  

副参事 服部 泰治 ℡６５－７７７９ 内線８４－７１０５ 
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ながはま健康ステーション整備事業 

 

１ 目  的 

  健康都市宣言の趣旨をふまえ市民の健康づくりを推進するうえでは、「日常

生活を過ごす中で気軽に健康づくりに取り組める環境」の整備が重要です。 

  そのため、中高年世代だけでなく、育児・就労世代が日常生活において多

く訪れる「買い物の場」に着目し、市民が買い物の際に気軽に寄って、健康

づくりができる拠点づくりを市内事業所とともに取り組みます。 

 

２ 内  容 

  令和２年度は市内大型量販店と連携しながら、試験的に店舗内の空きスペ

ースや催事場を活用して、健康度測定や健康づくり体験イベントを行います。 

  

 （１）定期事業の開催 

会場に期間を定めて測定機器を設置し、市民が気軽に体調を確認でき 

る機会を提供します。 

また月１回、運動、減塩や野菜摂取、お口の健康、フレイルに関する機

能チェックや介護予防体操、専門職等によるアドバイスなどを行います。 

（２）保護者世代を対象にしたイベントの開催 

①健康推進アプリを活用したイベント参加や IoT 対応健康機器の利用体

験など新しい健康づくりに触れてもらえる機会を提供します。 

②健康推進キャラクター「むびょうたん+１」の着ぐるみが参加し、むし

歯予防テーマソング「お茶でバイバイ、ムシバイキン」を活用したダン

スイベントなど、子どもと保護者が健康づくりに参加できる事業を実施

します。 

 

３ 予 算 額  １，５５７千円 （基金：１，５５７千円） 

       

４ 効  果 

（１）20 歳～60 歳代の就労世代が、買い物の場を通して気軽に健康づくりが

行えることで、健康への意識を高めることができます。 

 （２）事業所と取り組むことで、市内事業所への「健康経営」に関する意識

向上を図ることができ、行政・地域団体・企業で健康づくりに取り組

む土壌ができます。 

担当：健康企画課 

副参事 服部 泰治  ℡６５－７７７９ 内線８４－７１０５ 
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協働の仕組みづくり実証事業 

 

１ 目  的 

  急激な人口減少や少子・高齢化の進展、地域コミュニティの低下等に対応

する持続可能で活力ある地域社会の実現に向けて、多様な主体の参画や協働

によるまちづくりを推進するため、「市民協働のまちづくり推進条例」、「市民

協働推進計画」に基づき、新たな協働の仕組みと体制づくりを進めます。 

 

２ 内  容 

 （１）多様な主体の協働を進める仕組みづくり 

    地域が抱える様々な課題の解決に向け、多様な主体が協働できるよう、

各主体のつなぎ役となる中間支援組織の設立に向けた取組を進めます。 

 

 （２）みんなで議論する話し合いの仕組みづくり 

    地域課題に対して、関係者が当事者として対等な立場で議論し、相互理

解を深めながら協働の関係へと発展できる話し合いの場として、円卓会議

を開催します。 

 

３ 予 算 額  ５００千円（基金：５００千円） 

 

４ 効  果 

  多様な主体の参画や協働による新たなまちづくりを進めることで、地域課

題を自らが解決できる、活力ある持続可能な地域社会の構築が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：市民活躍課 協働推進グループ 

副参事 中村 哲夫 ℡６５－８７２２ 内線８４－７３２６ 

ノウハウ・

情報・場所

労力・技術・

イノベーション等

協 働

地域課題

中間支援組織

大学・企業・
金融機関等市

地協・NPO等自治会・PTA等

住民

担い手育成 担い手育成
担い手
育成

知恵

＜中間支援組織のイメージ＞  
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ＩＴ推進業務効率化事業（ＲＰＡ・ＡＩ活用事業） 

 

１ 目  的 

職員が手入力で行う定型的なデータ入力作業等をＲＰＡ＊１やＡＩ＊２の導

入により自動化することで、単純作業に要する業務時間の縮減等内部事務の

効率化を図ります。 

＊１ ＲＰＡ：Robotic Process Automation 

業務の自動化技術のことで、ここでは自動化可能な人的作業を置き換えるシステ

ム・ソフトウェアを指します。 

＊２ ＡＩ：artificial intelligence 

人工知能のことで、ここでは文字や音声、画像等を機械が認識できるシステム・ソ

フトウェアを指します。 

 

２ 内  容 

 （１）会議録作成システムの導入 

    ＩＣレコーダー等で録音した会議の音声データを、ＡＩにより自動的

に文字データ化する会議録作成支援システムを導入します。 

（２）ＲＰＡ・ＡＩ－ＯＣＲソフトウェアの導入 

    各種業務で使用している紙の申請書類等の手書き文字を読み取り、文

字データ化して自動で取り込むためのシステムを導入します。 

 

３ 予 算 額  ３,６９３千円（一財：３，６９３千円） 

 

４ 効  果 

  単純作業に費やしていた業務時間を削減し、縮減できた時間を、政策立案

等の業務に充てることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：情報政策課 情報政策グループ 

副参事 中田 邦良 ℡６５－６５８１ 内線８４－３３００ 

RPA 

AI 
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さざなみタウン（ながはま文化福祉プラザ）運営事業 

 

１ 目  的 

  市民が学び、活動し、多様な人同士がつながりあえる機会と場を提供する

とともに、地域を担う人材の育成や、市民の主体的な活動を支援し、文化・

福祉・産業の協働による新たな地域社会と文化の創造につなげることで、持

続可能な地域社会づくりを推進します。 

 

２ 内  容 

  さざなみタウンに集う若者や地域の

方々など、多様な主体と協働して地域の

賑わいを創出するため、様々なプラザ事

業を企画運営します。 

施設北側の駐車場と令和２年秋供用

開始予定の施設南側駐車場の利用効果

の高い運営方法を検討し実施します。 

    

 

３ 予 算 額  ５０,７９９千円 

（その他：１７２千円 一財：５０，６２７千円） 

       

４ 効  果 

  文化、福祉、産業の様々な分野で活動する市民が学び、つながる場を提供

することで、新たな取り組みやネットワークが生まれ、市民が主体となった

地域づくりが推進できます。 

 

担当：文化福祉プラザ室  

副参事 西田 康弘 ℡６５－６９０７ 内線８４－７３２２ 

コミュニティカレッジ 
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窓口サービス向上事業 

 

１ 目  的 

市役所窓口での手続きは多岐にわたり複雑な事も多いことから、ICT を活用

したシステムの導入や手続きの支援をワンストップで行う専任職員を配置し、

市民の方に寄り添った窓口サービスをめざします。 

 

２ 内  容 

（１）ICT を活用した申請手続き「CHA‐CHAT(ﾁｬ・ﾁｬｯﾄ)申請」 

スマートフォンやパソコンを利用し、住 

民異動（転入・転居・転出）に必要な届 

出書を時間や場所を問わず、事前に作成 

できます。作成した異動情報は市のシス 

テムに取り込まれ、窓口での手続き時間 

が短縮されます。 

 

（２）「おくやみコンシェルジュ」の配置  

「おくやみガイドブック」の活用と合わ 

せ、死亡に伴う手続きを支援する専任職 

員を配置し、必要な手続きの案内や申請 

書の作成等をワンストップで受付します。 

 

３ 予 算 額  １，１４３千円（一財：１，１４３千円） 

      

４ 効  果 

住民異動に必要な手続きをよりスムーズに済ませることができる「ICTを活

用したシステム」の導入や、死亡に伴う申請書の作成等を支援する「おくや

みコンシェルジュ」の配置など、市民一人ひとりにきめ細やかな対応をする

ことで、窓口サービスの向上が期待できます。 

担当：市民課 住基グループ 

副参事 小川 さつき ℡６５－６５１１ 内線８４－３１０６ 
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市民課証明書作成等業務委託事業 

 

１ 目  的 

市民課において一定の業務量がある専門性の高い定型業務を、専門的能力

を有する民間事業者に委託することにより、官民協働による民間のノウハ

ウ・アイデアを活かした、質の高い行政サービスを効果的・効率的・安定的

に提供し、行政サービスの充実を図ります。 

 

２ 内  容 

市民課が交付する住民票、戸籍等証明書の作成及び郵送で請求のあった証

明書の作成、発送、電話応対など定型の内部業務を民間事業者に委託します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  ４１，１８４千円（一財：４１，１８４千円） 

          

４ 効  果 

①職員の人事異動や業務の繁忙に左右されることなく、適正かつ質の高い 

行政サービスを効果的・効率的・安定的に提供することができます。 

②当該定型業務にあたっていた職員が、非定型業務に専念することにより、

業務の精度と生産性が高まり、行政サービスを充実することができます。 

③当該定型業務のスリム化により、必要な人材の採用、教育・研修、労務管

理等が不要となるため、行政コストを削減することができます。 

 

 

 

担当：市民課 住基グループ 

副参事 小川 さつき ℡６５－６５１１ 内線８４－３１０６ 
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ながはまスポーツ夢プロジェクト 

 

１ 目  的 

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」や「ワールドマスターズ 

ゲームズ２０２１関西」、２０２４年の「国民スポーツ大会・全国障害者スポ

ーツ大会」など、大きなスポーツイベントが続くこの時期をスポーツ振興の

絶好の機会と捉え、子どもたちの能力を最大限に引き出す運動プログラムや

スポーツに対する夢や希望を抱く機会を提供することで、スポーツの振興を

図り、次代を担う青少年の健全育成へとつなげます。 

       

２ 内  容 

（１）こころのプロジェクト「夢の教室」 

子どもたちに「夢を持つことの素晴らしさ」「夢に向かって努力する 

ことの大切さ」を伝えるため、日本サッカー協会と連携し、小学校５ 

年生及び中学校２年生を対象とした「夢の教室」事業を実施します。 

  （２）ながはまスポーツキッズフェスティバル 

子どもたちの意欲喚起と体力向上、スポーツ少年団への加入促進を 

図るため、びわこ成蹊スポーツ大学等と連携し、幼・保育園児、小学 

校低学年児童を対象としたスポーツフェスティバルを実施します。 

  （３）幼少年期スポーツ教室 

スポーツに親しむきっかけ作りとして、総合型地域スポーツクラブ 

による、幼・保育園児、小学校低学年児童を対象としたスポーツ教室 

を実施します。 

 

３ 予 算 額  ４,６８０千円（一財：４，６８０千円） 

 

４ 効  果 

運動能力（神経）の発達が著しいとされる時期に、身近な場所で気軽にス

ポーツに親しむ機会を提供し、運動遊びを通じてさまざまな動きを経験でき

るプログラムを実施することで、子どもたちの体力向上を向上させ、健全育

成が図れます。 

また、継続的に取り組むことで、本市のスポーツ人口の増加とスポーツ振

興が図れ、活気溢れるまちづくりへとつなげることができます。 

担当：スポーツ振興課 スポーツ振興グループ 

副参事 川村 隆生 ℡６５－８７８７ 内線８４－４３１４ 
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長浜伊香ツインアリーナ第２期整備事業 

 

１ 目  的 

  平成２９年に策定した基本計画に基づき、第１期工事で整備した長浜伊香

ツインアリーナ（体育館）に続く第２期工事として、駐車場およびグラウン

ド防球ネット、トイレ、芝生広場（総合遊具含む）等の整備に取り組みます。 

 

２ 内  容 

   長浜伊香ツインアリーナ第２期整備工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  完成予定：令和３年１０月 

 

３ 予 算 額  ４５０,０００千円（債務負担行為） 

（市債：３９３，８００千円、基金：５６，２００千円） 

４ 効  果 

  国民スポーツ大会の柔道競技をはじめとする全国規模の大会を開催できる 

長浜伊香ツインアリーナを核として、地域におけるスポーツ振興とレクリエ 

ーションを楽しめる交流施設を整備することで、地域の活性化を図ることが 

できます。 

担当：スポーツ振興課 スポーツ振興グループ 

副参事 川村 隆生 ℡６５－８７８７ 内線８４－４３１４ 

グラウンド 
芝生広場 

駐車場 

遊具ゾーン 

長浜伊香ツインアリーナ 

第２期工事 

トイレ棟・倉庫 
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にしあざい認定こども園調理室改修事業 

 

 

１ 目  的 

  令和２年４月から長浜北部学校給食センター分室を長浜北部学校給食セン

ターに統合することに伴い、にしあざい認定こども園に給食を提供する調理

室を園内に設置することで、調理・配食業務の効率的な運営と園児への継続

的な給食の提供を図ります。 

 

 

２ 内  容 

  にしあざい認定こども園内の会議室・育   

児相談室を調理室に改修し、厨房機器を更  

新します。 

 

 

３ 予 算 額 

 ７４，７９２千円（基金：７４，７９２千円） 

 

 

 

４ 効  果 

  にしあざい認定こども園の給食業務の効率化と安心安全な給食を提供でき

ます。 

担当：教育総務課 施設管理グループ 

副参事 富岡 誠 ℡６５－８６０３ 内線８４－２５２５ 
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学校・園防犯機能強化事業 

 

１ 目  的 

  学校や園で子どもたちが安心して学び、生活を送れるよう、校園内への不

審者の侵入を未然に防ぐための改修を行い、施設の防犯機能を強化します。 

 

２ 内  容 

 （１）玄関サッシのオートロック化 

    （長浜南小・浅井中・びわ中・南郷里幼・わかば幼） 

 

（２）敷地出入口への門扉・大型引戸を設置（長浜北小） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額   

１８，５００千円（基金：１８，５００千円） 

 

 

 

４ 効  果 

  子どもたちが安心して学び、生活できる安全な環境を確保できます。 

担当：教育総務課 施設管理グループ 

副参事 富岡 誠 ℡６５－８６０３ 内線８４－２５２５ 
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小中一貫教育校開設事業（虎姫学園改修事業） 

 

１ 目  的 

  令和２年４月開校の虎姫学園において、小中一貫教育の効果を発揮し、さ

らに魅力あふれる学校づくりを推進するため、子どもたちの教育環境整備に

必要となる施設改修を行います。 

 

 

２ 内  容 

  令和２年４月に開校する施設一体型義務教育学校（小中一貫教育校）「虎姫

学園」の運営に必要な施設整備を行います。 

＜令和２年度整備内容＞ 

〇普通教室・特別教室（交流スペース・理科室・図書室等）の改修 

  〇既存中学校校舎の一部と倉庫棟の解体 

 

 

３ 予 算 額  １２７，４３９千円 

（国：３８，３４０千円 市債：１６，１００千円 

 基金：７２，９９９千円） 

          ※事業期間：令和元年度～２年度  

※令和２年度分の債務負担行為の実行予算化  

 

 

４ 効  果 

  系統的・継続的な学習指導や生徒指導、確かな学力、豊かな心、健やかな

体の育成、異学年や地域との多様な交流活動を支えるための施設を整備する

ことができます。 

担当：教育総務課 施設管理グループ 

副参事 富岡 誠 ℡６５－８６０３ 内線８４－２５２５ 
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外国人児童生徒サポート支援事業 

 

１ 目  的 

  近年、日本語はもちろん、日本の文化や習慣に関する知識を持たないまま

転入してくる外国人家庭が多いことから、教育現場では、子どもだけでなく、

家族ごとのサポートが求められています。そういった状況の中で、増加する

外国人の子どもの就学を円滑にし、各校での外国人児童生徒教育を効果的に

進めるため、サポート体制の充実を図ります。 

 

２ 内  容 

（１）子どもサポート総合相談窓口を教育指導課に開設し、転入してきた家

庭及び子どもへの就学指導や各種相談活動を行います。 

 （２）サポート支援員・学習指導員・初期指導員による在籍校日本語教室等

への支援（日本語指導・生活適応指導・学習指導・自立支援・教育相

談・文書翻訳など）を行います。 

 （３）外国人子どもサポート指導員による在籍校指導（日本語指導、教育相

談、就学相談など）を行います。 

 （４）日本語指導加配教員による「特別の教育課程」に準じた個別の指導・

支援を推進します。 

 

３ 予 算 額  ２８，７２３千円（県：２，９８０千円 一財：２５，７４３千円） 

       

４ 効  果 

相談窓口の開設や支援員、指導員の計画的な派遣、

支援により、外国人の子どもの学習や生活適応の指

導、教育相談が充実し、円滑な学校生活を送れます。 

また、特別の教育課程による指導を実施すること

で、日本語指導が必要な子どもの日本語によるコミ

ュニケーション能力と基礎的・基本的な学力の向上

が図れます。 

 

担当：教育指導課 学校教育グループ 

   副参事 河瀬 洋子 ℡６５－８６０５ 内線８４－２５５２ 
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学校ＩＣＴ環境整備事業 

 

１ 目  的 

ＩＣＴを効果的に活用した授業により、子どもたちの確かな学力の向上を

図るため、「教科指導におけるＩＣＴ活用」に重点を置いたＩＣＴ機器の整備

を計画的に行います。 

 

 

２ 内  容 

大型提示装置（大型モニタ 

ーやプロジェクタなど）とデジ

タル教科書を配備・導入し、普

通教室における授業で、日常的

にＩＣＴ機器・デジタル教材を

利用できる環境を整備します。 

 

 

 

３ 予 算 額  ３１，０２９千円 

     （基金：２２，０００千円 一財：９，０２９千円） 

       

４ 効  果 

デジタル教科書等の画像や動画を活用した分かりやすい授業により、子ど

もたちの興味・関心を高め、学習意欲の向上を図ったり、学習内容の理解を

深めたりすることができ、質の高い授業を展開することができます。 

担当：教育指導課 学校教育グループ 

副参事 河瀬 洋子  ℡６５－８６０５ 内線８４－２５５２ 
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特別支援教育推進事業 

 

１ 目  的 

   園職員が、園児一人ひとりのしょうがいの状態や、支援ニーズに応じた
きめ細かな指導と適切な保護者対応ができるよう、市内園全体の特別支援
教育にかかわる専門的な知識や技能、指導力の向上強化を図ります。 

 

２ 内  容 

（１）特別支援スキルアップ 

園職員の役職や経験年数などの段階に応じた研修を計画的に実施し、
特別支援教育の理解啓発と、多様化、複雑化する個々の特性に対応でき
るスキルの向上を図ります。 

   

＜特別支援研修内容＞ 

○第１段階：基礎理解・支援講座 

○第２段階：専門知識・支援講座 

○第３段階：指導力・調整力向上講座 

○第４段階：総合マネジメント講座  

 

〇専門研修：医療的ケア児の支援研修 

 

（２）就学前特別支援教育巡回相談 

     特別支援教育の専門家および関係機関専門職が市内の全園を訪問し、

ケース検討会を実施します。 

 

（３）関係機関との連携強化 

      児童発達支援センターや医療機関、小学校や特別支援学校など、関係
機関との連携を強化し、より強固な協働支援体制を構築していきます。 

 

                                            

３  予 算 額  ３,３７１千円          

      （国：１，４７６千円 一財：１，８９５千円） 

 

４  効  果 

園職員の専門知識やスキルが高まり、園全体の特別支援教育に対する意識
や意欲の向上を図ることができます。また、支援を要する園児一人ひとりの
ニーズに応じたきめ細かな指導や適切な保護者対応をすることができるよ
うになります。 

 

 

 担当：幼児課 保育推進グループ 

参事 北村 敏子 ℡６５－８６０７ 内線８４－３５２７ 
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運動あそび推進事業 

 

１ 目  的 

  子どもたちを取り巻く社会や生活環境等の変化から、運動能力や体力の低

下、コミュニケーション力の不足などが課題となっています。 

就学前教育では、『運動あそびを通して意欲と自信を高めるなかで、体を動

かすことが大好きになり、動ける「体」をつくるとともに、人とうまくかか

われる「心」を育成する』ために、運動あそびを取り入れた教育・保育活動

を推進します。 

 

 

２ 内  容 

（１）園の教育・保育活動に「運動あそびプログラム」を取り入れ、効果的な

実践を推進するとともに、研修会を計画的に実施し、職員の指導力の向

上を図ります。 

（２）運動あそびを推進する運動保育士を育成していくため、理論と実技の両

面からの研修会を定期的に実施します。 

（３）乳幼児期に体を動かすことの必要性や効果を家庭や地域に啓発するため、

リーフレット及び啓発ポスターを配布します。また、市民を対象とした

「親子ふれあい運動あそびフォーラム」を継続します。 

 

 

３ 予 算 額  ５６４千円  

（国：１３０千円 一財：４３４千円） 

 

 

４ 効  果 

職員の指導力向上により、発達に応じた運動あそびを提供でき、子どもの

育成及び質の高い保育につながります。 

  運動あそびの理論と実技の専門性をもつ指導者を育成することで、運動あ

そびが充実し、継続的に推進できます。 

  家庭や地域に、就学前での運動あそびの取組や親子ふれあい運動あそびの

大切さを発信することで、就学前教育の重要性についての理解を得られます。 

         

 

 

 

 

 

担当：幼児課 保育推進グループ 

副参事 西村 二三子 ℡６５－８６０７ 内線８４－３５２７ 
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多子世帯保育料等負担軽減事業 

 

１ 目  的 

  子育てを強力に応援するまちとして、生涯にわたる人格形成の基礎を培う

重要な乳幼児期の教育をしっかり支え、子育てに希望がもてる環境づくりを

推進します。 

 

２ 内  容 

  令和元年１０月から開始された国の幼児教育・保育の無償化に加え、平成

２８年度から実施している長浜市独自の保育料多子軽減事業を継続するとと

もに、副食費にも適用します。第２子半額、第３子以降は無料とし、年齢や

所得に関係なく幅広く支援を行います。 

  また、認可外保育施設や預かり保育事業等についても、一定の基準を満た

す場合、利用料の全部（一部）を負担します。 

 

 【参考】国の幼児教育・保育の無償化制度 

       〇幼稚園・保育所・認定こども園の保育料 

         ３～５歳児はすべて無料、０～２歳児は非課税世帯のみ無料 

  〇認可外保育施設等の利用料 

    ３～５歳児、０～２歳児の非課税世帯は無料 

    （保育の必要性の認定が必要、上限あり） 

 

３ 予算額 

施設等利用給付費 １７，３８８千円 

（国 ：８，６９４千円 県：４，３４７千円 

一財：４，３４７千円） 

※負担軽減見込み額 

保育料 ６６５，２７８千円 

    副食費  ３８，５４８千円 

 

４ 効  果 

  子育て世帯の経済的な負担を軽減することにより、次代を担う子どもを安 

心して生み育てられる生活につながり、子どもたちの健やかな成長や能力を

育むことへの家庭の力が増加します。 

  社会全体で子どもと子育てを応援し、長浜に住んで良かったと思えるまち

づくりを推進することができます。 

 

 

  

担当：幼児課 総務グループ 

副参事 中島 尚子 ℡６５－８６０７ 内線８４－３５２２ 
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放課後児童クラブ運営事業 
（長浜北小学校放課後児童クラブ整備事業） 

 

１ 目  的 

  放課後児童クラブの利用ニーズが大幅に増加している中、小学校児童数が

増加し、施設不足が懸念される長浜北小学校に、新たに放課後児童クラブの

利用施設を確保することにより、児童が安心して過ごせる放課後の居場所づ

くりを進めます。 

 

 

２ 内  容 

  長浜北小学校に、リース方式で放課後児童クラブの利用施設を確保します。 

  【概要】構   造：鉄骨平屋建て 

延べ床面積：３９３．６６㎡ 

  完 成 予 定：令和３年３月 

 

 

３ 予 算 額    ５,２６３千円（一財：５，２６３千円） 

        １１０，１３３千円 

（令和３年度から令和７年度までの債務負担行為） 

 

 

４ 効  果 

新たに放課後児童クラブの利用施設を確保することで、受入れ体制を整え、

放課後児童クラブの待機児童の解消につなげることができます。 

 

                      

 

担当：子育て支援課 子育て支援グループ 

副参事 前嶌 美和 ℡６５－６５１４ 内線８４－４１４２ 
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健康づくり推進事業 

 

１ 目  的 

健康増進計画及び健康都市宣言の趣旨に基づき、個人の生活の質の向上と

健康を支えるための社会環境の整備・ソーシャルキャピタルの醸成に努める

とともに、市民が自分に合った健康管理ができるよう、健康づくりを支援し、

健康都市を目指します。 

 

２ 内  容 

（１）健活チャレンジ事業 

IoT 機器（体組成計、血圧計、活動量計）を貸し出し、スマートフォ

ンの専用アプリを使い、市民が自ら継続的に健康管理を行えるよう支援

します。 

（２）健康大使を活用した健康づくり事業 

健康大使を起用し、市内の健康関連イベントに市民と共に参加して 

もらうことで、健康づくりの機運を高めます。 

（３）むびょうたん＋１啓発推進事業 

健康づくり推進キャラクター「むびょうたん＋1」の着ぐるみを制作

し、子どもや保護者世代に向けた健康づくりの積極的なＰＲを進めます。 

（４）たばこから健康を守る環境づくり事業 

   「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行に伴い、禁煙・受動

喫煙防止啓発等を強化します。 

 

３ 予 算 額  １，８９４千円 

（県：９８千円  一財：１，７９６千円）  

             

４ 効  果 

市民の健康づくりに対する意識の向上および市全体の健康づくりの機運が

高まり、健康づくりが推進され、長期的視点から介護給付費や医療費の削減

につながります。 

 

担当：健康企画課  

副参事 森 奈津子 ℡６５－７７７９ 内線８４－７１０５ 

健康づくり推進キャラクター むびょうたん＋１ 
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創業・起業支援事業 

１ 目  的 

産業振興ビジョンに掲げるグローバル産業都市をめざし、新規創業や地域企業

の新事業展開を促進するため、産業分野と市民活動分野の交流促進や市民の創業

に対する機運醸成を図ります。また、起業支援及び地域企業の事業化や事業承継

を支援することで、産業発展と地域経済の活性化を図ります。 
 
２ 内  容 

 ①創業・起業・新事業者発掘事業 

 ながはま・こほく実践創業塾の開催、起業家フォローアップ 

②事業支援室運営事業（創業者への個別支援の実施） 

③起業家教育事業 

若者向け起業家教育「地域共創プログラム」開催 

地域資源活用起業家教育・アンテナショップ運営・ビジネスカフェ開催 

 ④創業機運醸成事業 

   創業機運醸成セミナー、ワークショップの開催 

創業や起業に意欲ある市民、事業者、クリエイターなどを対象に、創業・

起業の機運を高めるためのセミナー等の開催 

⑤事業承継支援事業 

   事業所の経営改善、指導・助言 

ものづくり企業の経営改善を行い、事業承継に向けた課題を解決 

 ⑥起業支援事業補助金、創業支援融資制度 
 

３ 予 算 額  ２１，４７６千円（一財：２１，４７６千円） 
 
４ 効  果  

  地域に関わる様々な主体が連携・協力してビジネス課題の解決に向けた取り組

みや起業者の支援体制を確立することで、創業や企業の新事業展開、事業承継を

進め、産業の発展と活力あるまちをつくります。 

     

 

 

 

担当：商工振興課 商工労政グループ 

副参事 安藤 こず恵 ℡６５－８７６６ 内線８４－４２１１ 
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地域雇用活性化推進事業 

 

１ 目  的 

 市や経済団体、大学・高校等で構成する「長浜地域雇用創造協議会」が、厚

生労働省の地域雇用活性化推進事業の委託を受け、地域の特性を生かした「魅

力ある雇用」やそれを担う「人材」の維持・確保を図るために、産業構造や地

理的要因といった特性を踏まえた事業を行い、人口減少や市外への転出超過、

労働力不足等の課題解決に取り組みます。 

  

２ 内  容 

多様な働き方・関わり方が選べるまちの実現

を目指して、３つの取り組みを行います。 

（１）生み出す 

事業者に対する、地域に魅力ある雇用の場を

創出するための取り組み 

（２）学ぶ 

求職者層に対する、多様性への対応・自分再

発見スキルアップ等の人材育成の取り組み 

（３）出会う 

２つの取り組みから生み出された魅力ある雇用と求職者を結び、雇用を最大

化させる取り組み 

【参考】 

■重点的に魅力ある雇用の創出を図る分野 

①製造業分野、②観光サービス分野、③農業分野 

■重点的に働きかけを行う求職者層 

①女性（子育て中又は子育てが一段落した女性等）、②大学生等の若者 

③高齢者や外国人労働者、④UIJ ターン求職者 

 

３ 予 算 額  ０円 

長浜地域雇用創造協議会予算額：３９，９１２千円 

        ※厚生労働省から委託 

 

４ 効  果 

本市に数多くの魅力ある雇用の場を創出することができます。また、就職に

必要なスキル等を身につけた人材を育成することができます。これらを組み合

わせることでより多くの魅力ある雇用が創出できます。 

担当：商工振興課 商工労政グループ 

副参事 安藤 こず恵 ℡６５－８７６６ 内線８４－４２１１ 
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小規模農家営農継続支援事業 

 

１ 目  的 

  農地の持続的かつ多面的な機能の活用のためには、大規模経営や企業的経

営だけではなく、兼業を含めた小規模農家等に、地域の多様な担い手として

役割を発揮いただくことで、農業・農村が持つ地域力向上を図ります。 

  大規模農家が集積・集約できない条件の不利な農地保全や遊休農地化の未

然防止を図るとともに、小規模農家が生産基盤を維持し、営農を継続いただ

くために必要となる農業用機械等の導入に、新たな支援策を構築します。 

                       

２ 内  容 

小規模農業者（水稲共済加入者かつ産地

交付金において麦・大豆・そばの交付金の

対象外の者）が営農継続に必要な農業用機

械の導入を支援します。 

（補助率：3/10 以内、限度額 30 万円） 

 

 

３ 予 算 額  ２，１００千円 

（一財：２，１００千円） 

 

４ 効  果 

  小規模農家を農業・農村の多様な担い手として位置づけ、遊休農地化の未

然防止、生産基盤の維持を図るとともに、農業経営の維持・発展につながり

ます。 

 

担当：農業振興課 水田農業振興グループ 

副参事 山下 雅之 ℡６５－６５２２ 内線８４－３２６６ 
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森林マッチング推進事業 

 

１ 目  的 

  森林山村の魅力を発信するとともに、地域資源を活かした林産物の発掘や、

林業への就労の支援を行います。また、奥びわ湖をはじめとした桜並木を保

全するとともに、森林をフィールドとした自然体験事業を行うことにより、

都市住民との交流を深め、山村地域の活性化を図ります。 

 

２ 内  容      

 （１）森林マッチング推進事業 

・森林山村地域での就労を希望する都市住民等への就労実践の場の提供 

・森林資源を活かすための講座の開催 

・山村や都市部の住民からの森林の利活用に関する相談窓口の設置や情 

報提供 

・新たな企業需要の掘り起こし 

・森林の境界明確化を推進するための調査 

 （２）自然と森に親しむ体験交流・保全事業 

・桜並木の保全 

・森林をフィールドとした自然体験事業、資源調査 

・森林保全活動団体の支援、都市部へ向けての情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  １５，０６６千円（一財：１５，０６６千円） 

 

４ 効  果 

  森林マッチング推進事業を行うことにより、関心が薄れて久しい森林へ再

び目を向かせるとともに、経済活動の場であることを再認識させ、人口減少、

少子高齢化が進む山村地域への関係人口を増加させることができ、山村地域

の活性化につながります。 

担当：森林田園整備課 林業振興グループ 

副参事  田中 和寛 ℡６５－６５２６ 内線８４－３２４６ 
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農業用水利施設防災減災事業 

 

１ 目  的 

  農業用水利施設は整備から数十年が経過しており、施設の老朽化が著しく、

また、流域の都市化等に伴い排水機能が低下したため氾濫被害が発生してい

ることから、施設の整備更新及び防災減災のためのバイパス河川整備等を実

施し、施設機能の強化を図ります。 

また、近年の予測を超えた豪雨被害等に対応するため、ため池のハザード

マップを整備し、地域の防災機能の強化を図ります。 

 

２ 内  容 

（１）ため池ハザードマップ作成業務 

    防災重点ため池において、最大規模の決壊被害を想定して被害状況解

析を行い、地域住民と連携して迅速かつ安全に避難できるよう避難経路

等を地図化したため池ハザードマップを作成し、地域住民の被害予防に

努めます。 

    

 （２）かんがい排水施設整備事業 

    益田川地区 老朽化により一部損壊被害のあった排水路の改修を行い

ます。 

    大井川地区 下流域での氾濫被害防止を図るために、バイパス水路等

の整備を行います。 

         

 

３ 予 算 額  ６１，２００千円 

（国県支出金:13,000 千円 地方債:42,300 千円 一財:5,900 千円） 

 

４ 効  果 

  農業用水利施設の更新を図ることにより、農業の安全性が確保されます。

また、バイパス水路等の整備やハザードマップの作成により、防災減災機能

の強化が図られ、市民生活の安全性が高まります。 

担当：森林田園整備課 基盤整備グループ 

参事 岡田 雅博 ℡６５－６５２６ 内線８４－３２４６ 
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林道治山維持管理事業 

 

１ 目  的 

  林道を良好な状態に保つための維持管理を行うとともに、近年災害が多発

していることから、未復旧箇所の対応と被害拡大を防ぐ予防対策を行います。 

 

２ 内  容 

 （１）通常維持管理委託 

    林道の草刈り、水路清掃等の維持管理業務を充実させ、適正な施設管

理と被害の未然防止を図ります。 

 （２）災害復旧工事 

    台風等の影響により被災した個所の復旧工事を行います。 

 （３）災害未然防止工事 

    被害の拡大を未然に防ぐため、横断水路改修等、予防工事を行います。 

 

３ 予 算 額  ４３，１８２千円 

（基金：２８，０００千円 一財：１５，１８２千円） 

 

４ 効  果 

  林道治山施設を良好な状態に保つための適正な維持管理を充実させるとと

もに、災害未然防止対策を実施することで、台風被害を最小限に抑えること

ができます。 

  また、すでに被災している箇所においては、早急な復旧を実施することで、

治山のための安全な通行を確保し、森林の持つ公益的機能を発揮できます。 

 

担当：森林田園整備課 基盤整備グループ 

副参事 岸田博道 ℡６５－６５２６ 内線８４－３２４５ 
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消費生活対策事業（特殊詐欺撃退機器購入費補助金） 

 

１ 目  的 

  高齢者の特殊詐欺被害の主な手口が電話であることから、被害防止に効果

のある電話機器の購入を支援し、安心安全な環境づくりを進めます。 

 

２ 内  容 

  電話による特殊詐欺被害を未然に防止することを目的に製造された電話機

または機器を購入する高齢者に対し、補助金を交付します。 

 

【対象機器】 

（1） 電話の相手方に警告音声を発し、自動的に通話内容を録音するもの 

（2） 迷惑電話の着信を自動判別し、着信を拒否等できるもの 

 

【対象者】 

   市内に居住している 65 歳以上の人のみで構成される世帯 

 

【補助率等】 

   対象経費の１/２を助成 上限７，０００円 

 

 

３ 予 算 額  ３５０千円（一財：３５０千円） 

       

 

４ 効  果 

  高齢者の消費者被害を未然に防止することで、高齢者のみの世帯、一人暮

らし高齢者世帯の暮らしの安心が確保できます。 

担当：環境保全課 生活環境グループ 

副参事 上田 外志幸 ℡６５－６５１３ 内線８４－４２６５ 
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災害廃棄物処理計画策定事業 

 

１ 目  的 

平成３０年の大阪北部地震、西日本豪雨、米原市の竜巻被害、令和元年の

台風１９号等、大規模な自然災害が頻発する中、災害発生後の廃棄物処理の

対応は喫緊の課題となっています。   

そこで、大規模災害時に発生する廃棄物の処理を適正かつ迅速に行うこと

で、市民の生活環境の保全及び公衆衛生上の支障の防止を図るとともに、早

期の復旧・復興につなげるため、「長浜市災害廃棄物処理計画」を策定します。 

 

２ 内  容 

  自然災害で発生する廃棄物の処理方法（想定される廃棄物の量、仮置き場

候補地の選定、搬送手段の確保、分別のルール化等）を県の計画との整合性

を図り、関係機関等と連携して計画を策定します。 

 ※策定は本市と米原市及び湖北広域行政事務センターと合同で取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（仮置き場の例）         （仮置き場レイアウトのイメージ） 

                

３ 予 算 額 ５,１７０千円（その他：２，５８５千円 一財：２，５８５千円） 

（令和元年度から令和２年度までの債務負担行為）  

  

４ 効  果 

  平時での事前措置や発災直後に必要となる対策や手順、役割等をあらかじ

め想定することで、被災後の市民の混乱を回避し、早期の復旧が図れます。 

 

担当：環境保全課 生活環境グループ 

副参事 上田 外志幸 ℡６５－６５１３ 内線８４－４２６５ 
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防災行政無線デジタル化整備事業 

 

１ 目  的 

災害が予測または発生した時に、気象予報や避難所開設、被害発生などの

災害情報の伝達及び住民への周知を、市内全域で確実、安定的に行えるシス

テムを構築し、市民の安全確保を図ります。 

 

２ 内  容 

（１）事業概要 

〇同報系防災行政無線デジタル化整備事業 

アナログ波の旧来方式からデジタル波への更新 

  〇防災ラジオ配備事業 

   県域ＦＭラジオ放送受信用の緊急告知ラジオを普及 

   無償貸与：避難所や自主防災組織の拠点など 

有償貸与：設置を希望される市民（１台あたりの負担２千円） 

 

 （２）事業スケジュール 

  〇令和２年度 

   デジタル化整備工事（令和元年度着手） 

   防災ラジオ配備 

  〇令和３年度 

  ・市内全域デジタル波への移行および 

   県域ラジオ放送網による緊急放送開始 

   （令和３年４月） 

  ・既存アナログ波設備の解体撤去（令和３年９月工事完了） 

 

３ 予 算 額  ５７５，８３７千円 

（市債：５６９，９００千円 利用者負担分：１，６６０千円 

 一財：４，２７７千円） 

 

４ 効  果 

災害時の屋外への情報伝達として、市内全域で統一したデジタル無線の運

用に向けた更新と、屋内への情報伝達手段として緊急告知ラジオの配備によ

り、市民一人ひとりが「命を守る」正しい避難行動に移れることで、市民の

安全と安心の確保につながります。 

担当：防災危機管理局 防災危機管理グループ 

副参事 井益高彦 ℡６５－６５５５ 内線８４－３３３３ 
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新斎場整備事業 

 

１ 目  的 

  「こもれび苑」、「木之本斎苑」、「余呉斎苑」、「西浅井斎苑」の４施設の建

物及び火葬炉設備の老朽化に伴い、新たに斎場を建設します。 

新斎場は、４施設を集約し、自然災害への対策や超高齢化社会による将来

需要を見越した必要な規模と機能を備えたものとします。 

 

２ 内  容 

 新斎場の建設 

 【概要】 

 主要用途：火葬場 

 建築面積：３，３３８．７９㎡ 

 延床面積：４，２９８．１５㎥ 

 火葬炉台数：９台（予備スペース１台含む） 

 そ の 他：待合室、駐車場等 

 供用開始：令和３年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観透視図（鳥瞰図）         外観透視図（ハイレベル） 

 

３ 予 算 額  ２，５９２，５７０千円 

（市債：２，２６９，２００千円 基金：１１９，４３３千円  

その他：１９，２８５千円 一財：１８４，６５２千円） 

 

 

４ 効  果 

  安心・安全・快適な施設利用環境を提供することができます。 

担当：環境保全課 生活環境グループ 

副参事 上田 外志幸 ℡６５－６５１３ 内線８４－４２６５ 
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地球温暖化対策実行計画策定事業 

 

１ 目  的 

 長浜市では、平成２３年３月に「長浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）」を策定し、この計画の取組によって、地球温暖化対策として温室効果ガス

の排出削減を推進してきました。 

 現行計画が令和２年度で終期を迎えることから、「パリ協定」や国の「地球温

暖化対策計画」などを踏まえた第２次長浜市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）を策定します。 

市民、事業者、行政などの各主体が協働・連携し、地球温暖化対策を推進す

るための目標、考え方などについて整理し、温室効果ガスの削減に向けて、そ

れぞれの役割に応じた計画とします。 

 

２ 内  容 

①基本的事項の整理 

②現状分析等基礎調査 

（市域の特性や温室効果ガスの排出量・吸収量の算定等） 

③地球温暖化にかかる意識調査 

（市民・事業者へのアンケートの実施） 

④温室効果ガス排出量の削減目標 

⑤削減目標を達成するための推進方策 

 

 

３ 予 算 額  ４，５９８千円（基金：４，５９８千円） 

       

 

４ 効  果 

  市民、事業者、行政それぞれが主体的に活動するとともに相互に連携し地

域が一体となった省エネ等の取り組みを行うことによって、地球温暖化防止

につながります。 

担当：環境保全課 環境企画グループ 

副参事 中川 勇人 ℡６５－６５１３ 内線８４－４２６２ 
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豊公園再整備事業 

 

１ 目  的 

  豊公園は、全面供用開始から３０年以上経過したことで、各施設の老朽化

が進み、再整備が急務な課題になるとともに、バリアフリー化をはじめ、近

年の多様なニーズに対応していくことが求められています。 

 このため、これらの課題に対応しつつ、自然豊かな憩いの場として、魅力

ある都市公園を目指した再整備を図ります。 

 

２ 内  容 

  実施設計に基づいて、豊公園の再整備を順次進めており、令和２年度は、

令和６年度の国民スポーツ大会開催に向け、次の整備を行います。 

○長浜駅西口交差点から長浜城歴史博物館までの園路の再整備 

○駐車場の渋滞解消対策（キャッシュレス決済システムの導入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○豊公園：面積＝１５．６ｈａ（全体） 

 

３ 予 算 額 ８７，９１６千円 

（国：４０，０００千円 市債：３８，０００千円 一財：９，９１６千円） 

 

４ 効  果 

  再整備により、中心市街地にある豊公園の魅力を高めることで、市民や観

光客等の公園利用者の増加を図り、新たなにぎわいを創出します。 

担当：都市計画課 都市整備グループ 

副参事 岩佐 俊宏 ℡６５－６５４１ 内線８４－２２４１ 
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（仮称）神田スマートインターチェンジ整備検討事業 

 

１ 目  的 

  「長浜市総合計画」や「都市計画マスタープラン」には、｢本市の南部地域

を、人口流出を止めるダム機能と本市への流入を受け入れる機能を持つ都市

拠点」として位置付けています。 

この地域のまちづくりを進める手法の１つとして、地域と地域をつなぐ大

動脈である高速道路の有効活用を進め、人と物の新たな交流と地域経済の活

性化を図るため｢スマートＩＣ整備｣の事業化に向けた取り組みを進めます。 

 

２ 内  容 

  北陸自動車道・神田パーキングでの、（仮称）神田スマートＩＣの必要性と

効果の検討、スマートＩＣアクセス用道路の概略検討、路線測量を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予 算 額  ４０,７００千円（一財：４０，７００千円） 

 

４ 効  果 

  南長浜地域における地域活性化と観光誘客の向上が図れるとともに、一般

道路の渋滞緩和や大規模災害時における緊急輸送の交通拠点化及び広域的な

高度医療体制の強化につなげることができます。 

担当：道路河川課 整備計画グループ 

副参事 安済 章博 ℡６５－６５３２ 内線８４－２２８４ 

（仮称）神田ＳＩＣ 

神田パーキング航空写真 
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橋梁長寿命化事業 

 

１ 目  的 

  市道の橋梁は高度経済成長期に建設されたものが多く、老朽化が進み橋梁

の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念されます。 

今後の計画的な維持管理のため、令和２年３月策定の「長浜市橋梁長寿命

化修繕計画」に基づき、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行うことで、

長寿命化と安全な通行を確保し、全体的な維持管理コストの縮減を図ります。 

 

２ 内  容 

（１） 寿橋（湖北町二俣・湖北町八日市・  

小谷丁野町）補修工事 

L=１２２．４ｍ 

 

（２）三条橋補修工事（湖北町山本） 

L=４６．０ｍ 

 

（３）中島橋他６橋の補修詳細設計 

 

（４）市道の橋梁点検業務 

   N=２４６橋           

寿橋（湖北町二俣・湖北町八日市・小谷丁野町） 

 

３ 予 算 額 １５３，０００千円（国：６６，０００千円 債：４５，９００千円 

一財：４１，１００千円） 

２４６，９５０千円（寿橋補修工事） 

（令和２年度から令和３年度までの債務負担行為) 

 

４ 効  果 

橋梁長寿命化計画に基づき計画的に修繕等を実施することにより、橋梁の

長寿命化を図り、安全な通行を確保するとともに橋梁の維持にかかる全体の

コストを縮減することができます。 

担当：道路河川課 整備計画グループ 

副参事 安済 章博 ℡６５－６５３２ 内線８４－２２８４ 
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空き家相談窓口等業務委託事業 

 

１ 目  的 

  空き家対策を相談等の段階で適切な対応を行うことにより、空き家の適正

管理や活用の促進、特定空家等となることへの未然防止を図ります。 

 

２ 内  容 

建物や空き家の専門家が空き家の状態を確認し、利活用の可能性や解体、

家財処分の方法、相続手続きなど、所有者等の意向をふまえた空き家に関す

る相談に、専門的な見地から適切なアドバイスを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

３ 予 算 額  ２，０１６千円 

（一財：２，０１６千円） 

 

４ 効  果 

  所有者等に、建物及び空き家の専門家から適切なアドバイスをすることに

より、特定空家等への未然防止につながります。併せて空き家の利活用に資

することができます。 

 

担当： 建築住宅課 すまい政策推進室 

 副参事 中北 吉紀 ℡６５－６５３３ 内線８４－２２１８ 
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市営住宅北新団地建替整備事業 

 

１ 目  的 

  市内で最も老朽化している市営住宅（北新団地、神照団地）に安全安心な

居住環境を提供するとともに、市営住宅マスタープランに基づいて、団地の

集約による管理戸数の縮減を図ります。 

  また、この事業は、民間事業者が施設を建設後、市に所有権を移すＰＦＩ

手法のＢＴ方式を取り入れ、施設整備に民間のノウハウ活用を図ります。 

 

２ 内  容 

  現在の市営住宅北新団地８０戸と神照団地４戸を解体し、令和３年度末を

目標に新たに北新団地４０戸を建設、余剰地を民間に分譲します。 

  令和２年度  基本設計・実施設計、建屋解体工事、道路拡張工事 

  令和３年度  市営住宅新築工事、余剰地整備工事 

  令和４年度  市営住宅入居者移転・新規募集、余剰地販売開始 

 

 北新団地（現状）         北新団地（整備イメージ） 

      
 

３ 予 算 額  民間住宅借上料  ８，４３４千円 

（国：３，４９２千円 その他：１，８３８千円 一財：３，１０４千円） 

 債務負担 北新団地建替整備事業費 ８４４，０００千円 

（令和元年度から令和４年度まで） 

     債務負担 民間住宅借上料      ２９，７７５千円 

（令和元年度から令和４年度まで） 

４ 効  果 

  地元企業による地域の実情に応じた市営住宅整備と分譲販売により、地域

の活性化が図れるとともに、耐震基準を満たした住宅を建設することで、入

居者に安全安心で快適な住環境が提供できます。 

また、セーフティネットによる新たな入居者の募集を行うことができます。 

 

 

 

担当：建築住宅課 住宅グループ 

副参事 沢本 勘与 ℡６５－６５３３ 内線８４－２２１２ 
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担当：北部振興局 地域振興課 観光まちづくりグループ 

   副参事 草野 聡  ℡８２－５９００ 内線８１－２２０ 

北部振興局 地域振興課 北部振興グループ 

副参事 山口 隆彦 ℡８２－５９００ 内線８１－２１６ 

北部地域の魅力発信事業 

 

１ 目  的 

北部地域の自然や歴史、文化などの地域資源を活かした事業に、地域住民

が主体となって取り組み、北部地域の魅力を内外に発信するとともに、地域

間交流や活気ある地域づくりを支援します。 

 

２ 内  容 

（１）びわ湖のてっぺんプロジェクト 

西浅井地域の景観や歴史、風土、自  

然、特産品等の地域の魅力を再発見し、  

コミュニティ活動を通した地域内外へ   

の情報発信や、地域住民と観光客の交 

流の場を広げることで、活力ある地域 

づくりに取り組みます。 

 

 （２）魅力ある郷土づくりプロジェクト 

地元に愛され、多くの観光客が訪れる余呉湖周辺のあじさい園の整備や、

菅並地域の茶畑再生に向けた保全活動のほか、奥びわ湖の美しい自然景観を

活かした事業に取り組み、地域の魅力を発信することで、交流人口の拡大と

移住定住促進を図ります。 

          

３ 予 算 額  ３，２０４千円（県：１，２００千円 一財：２，００４千円） 

 

４ 効  果 

地域住民が主体となった地域の魅力を活かした取組を支援することにより、

持続可能な北部地域の活性化を推進していくことができます。 
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長浜おためしワークステイ事業 

 

１ 目  的 

北部地域への移住定住を希望されている方が、お試しで移住を体験し、地

域の生活や文化、自然などにふれ、移住への不安や地域とのミスマッチを解

消することで、地域おこし協力隊のなり手確保や移住定住促進につなげます。 

 

 

２ 内  容 

  田舎生活の魅力を実感できるよう一定期間お試しで長浜市に滞在してもら

い、地域のコーディネートによって、その滞在期間中に地域協力活動や地元

住民との交流、様々な体験プログラムなどの機会提供を行います。 

 

 〇対象者 

  都市地域(条件不利地以外)に在住し、長浜市への移住定住を希望する方 

 

〇体験の概要 

  ・地域おこし協力隊活動の体験 

  ・地域イベントのお手伝い 

  ・地域づくり協議会のお手伝い 

  ・農業・林業・サービス業などの体験 

  ・自然や歴史などの地域資源の体験 など 

 

 

３ 予 算 額  ８５０千円（一財：８５０千円） 

 

 

４ 効  果 

移住定住先として選ばれるための魅力付けになるとともに、今後の地域お

こし協力隊のなり手確保につながり、優秀な人材を地域へ誘引することで地

域活動や地域づくりの担い手としても期待することができます。 

 

 

担当：北部振興局 地域振興課 北部振興グループ 
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